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証券コード 8367
平成26年６月６日

株主の皆さまへ
奈 良 市 橋 本 町 16 番 地

株式会社 南 都 銀 行
取締役頭取 植 野 康 夫

第126期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当行第126期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面又は電磁的方法（インターネ
ット）により議決権を行使することができますので、後記の株主総会参
考書類をご検討くださいまして、平成26年６月26日（木曜日）午後５
時までに議決権を行使いただきますようお願いいたします。

【書面による議決権行使の場合】
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記
の行使期限までに到着するようご返送ください。

【電磁的方法（インターネット）による議決権行使の場合】
　パソコン、スマートフォン又は携帯電話から議決権行使サイト
（http://www.evote.jp/）にアクセスしていただき、同封の議決権行
使書用紙に記載しております「ログインID」及び「仮パスワード」を
ご利用のうえ、画面の案内に従って上記の行使期限までに議案に対す
る賛否をご入力ください。
　インターネットによる議決権行使に際しましては、後記（45頁から
46頁まで）の「インターネットによる議決権行使のお手続きについ
て」をご確認ください。

敬 具
記

1. 日 時 平成26年６月27日（金曜日）午前10時
2. 場 所 奈良市橋本町16番地

　 当行本店６階大会議室
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3. 目的事項
報告事項 1. 第126期（平成25年４月１日から平成26年３月

31日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容
報告の件

2. 第126期（平成25年４月１日から平成26年３月
31日まで）連結計算書類の内容並びに会計監査
人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役７名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項
（1）インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後に
行われたものを有効な議決権の行使として取扱います。

（2）議決権行使書とインターネットの両方で議決権を重複行使された
場合は、インターネットによる議決権の行使を有効な議決権の行使
として取扱います。

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願いいたします。

◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、計算書類の個別注記表及び連結計
算書類の連結注記表につきましては、法令及び定款第17条の規定にもとづき、
当行ホームページ（http://www.nantobank.co.jp/）に掲載しておりますの
で、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。
本招集ご通知の計算書類及び連結計算書類は、会計監査人及び監査役が監査報告
書を作成するに際して監査をした計算書類及び連結計算書類の一部であります。
◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合
は、修正事項を当行ホームページ（http://www.nantobank.co.jp/）に掲載さ
せていただきますのでご了承ください。
◎当日、当行役職員は軽装にてご対応させていただきます。株主の皆さまにおかれ
ましても軽装にてご出席くださいますようお願いいたします。
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（添付書類）

第126期（平成
平成

25
26
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）事業報告

１ 当行の現況に関する事項

（1）事業の経過及び成果等
　当行は、奈良県を中心として京都府、大阪府、和歌山県、三重
県、兵庫県及び東京都に店舗を展開し、預金業務、貸出業務、内
国為替業務及び外国為替業務等の銀行業務、並びに商品有価証券
売買業務及び有価証券投資業務等の証券業務その他の金融サービ
スに係る事業を行っております。

　
国内経済の動き
　
　当期におけるわが国経済は、アベノミクスや日本銀行による大胆な金
融緩和、円安進行等から輸出企業の収益力が改善したことに加え、内需
も堅調に推移し、景気は緩やかな回復傾向となりました。企業収益の改
善とともに、個人消費は消費者心理の改善や消費税率引上げ前の駆け込
み需要もあり年度末にかけて好調に推移しました。
　こうした情勢のもと、日経平均株価は、昨年４月の12,000円台から当
期末は14,000円台後半に上昇いたしました。また、ドル円相場は、昨年
４月の90円台前半から当期末には102円台となりました。一方、長期金
利の指標である10年物国債流通利回りについては、年度前半は振れ幅の
大きい展開となりましたが、当期末にかけては0.6％台で推移しました。
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地元経済の動き
　
　奈良県を中心とする地元経済におきましては、円安等による仕入価格
の上昇や燃料費の増加等により、地場産業である繊維関連産業やプラス
チック製品製造業等は依然厳しい状況が続きましたが、全国的な景気回
復の流れを受け、個人消費や住宅着工等については回復基調で推移し、
景況感は改善しつつありました。
　地元の観光動向についても、外国人観光客が増加するなど堅調で、奈
良市において一部の商業地の公示地価が上昇するなど地元経済に好影響
を及ぼしました。

当 行 の 業 績
　
以上のような経済・金融環境のもとで、当行は地域に密着した着実な
営業活動を展開し営業基盤の拡充と経営体質の強化に努めた結果、当期
の業績は次のようになりました。
　
＜預 金＞

金融商品・サービスの充実に取り組むとともに安定的な資金調達
に注力いたしました。この結果、個人預金や法人預金が堅調に推移
し、預金は期中1,649億円増加し、当期末残高は４兆5,970億円と
なりました。また、譲渡性預金は金融機関からのお預け入れが減少
したことから期中156億円減少し、当期末残高は819億円となりま
した。なお、投資信託等の預かり資産は期中346億円減少し、当期
末残高は2,472億円となりました。

　
＜貸出金＞

地域経済の活性化に向けて引き続き地域密着型金融を推進し、中
堅・中小企業や個人のお客さまの様々なニーズに的確かつ迅速にお
応えするとともに、地方公共団体からの資金のご要請にも積極的に
お応えいたしました。この結果、貸出金は期中742億円増加し、当
期末残高は２兆9,839億円となりました。
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＜有価証券＞
効率的なポートフォリオ運営を行った結果、有価証券は期中665
億円増加し、当期末残高は１兆9,073億円となりました。

　
＜損 益＞

金融緩和が継続するなか、貸出金利鞘が縮小するなど依然として
厳しい収益環境が続きましたが、削減努力により経費が減少し、与
信費用が大幅に減少したことや有価証券関係損益が増加したこと等
により、経常利益は前期と比べ83億円増加して182億円となりまし
た。また、当期純利益は、税金関連費用が増加しましたが前期と比
べ12億円増加して88億円となりました。

　
＜店 舗＞

当行はお客さまの利便性の向上や営業力の強化、効率化の観点か
ら店舗網の整備に継続して取り組んでおります。
当期におきましては、昨年５月に「桜井支店 桜井北出張所」を、
今年１月に「高田支店」を新築移転いたしました。大阪府下におい
ては、昨年４月に「城東法人営業室」「北摂法人営業室」を設置した
ほか、同年12月に「帝塚山支店」を新築オープン、「大東支店」を
路面店舗化いたしました。和歌山市内においては、昨年６月に「和
歌山北支店」の１か店から「和歌山支店」「和歌山北出張所」の２か
店へ拡充いたしました。また、地域のお客さまへのきめ細やかな金
融サービスの提供と業務の効率化の両立を図る観点から、７か店
（平城西支店、平群北支店、けいはんなプラザ支店、初瀬支店、山田
川支店、名張東支店、桔梗が丘支店）を支店から出張所へ店舗種類
を変更したほか、３か店（真弓支店、三郷支店、黒滝支店）を個人
取引特化型店舗といたしました。
この結果、当期末の店舗ネットワークは、本支店・出張所計134
か店、代理店２か店となりました。
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＜その他の主な施策＞
当行は、お客さま満足の向上を図るため様々な商品・サービスの
充実等に取り組んでおります。
・個人向け商品・サービス
預金については、昨年７月、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の
非課税措置」に対応した預金商品「＜ナント＞教育資金贈与専用口
座 “夢のはじまり”」の取扱いを開始し、大切なお孫さま等の夢の実
現に向けたお手伝いをさせていただいております。
さらに、当行が本年６月に創立80周年を迎えるにあたりお客さま
へ感謝の意を表すため、今年３月から新商品として定期預金をお預
け入れいただいたお客さまに預入金額に応じて「サマージャンボ宝
くじ」を贈呈する「＜ナント＞宝くじ付定期預金 “ナントdeジャン
ボ”」（期間限定）の取扱いを開始いたしました。
また、預かり資産、生命保険等について新商品を投入したほか、
医療保険を取り扱うなど幅広いニーズにお応えしております。今年
１月からは、「少額投資非課税制度ＮＩＳＡ」が始まり、お客さまの
ＮＩＳＡのご利用促進にも積極的に取り組んでおります。
住宅ローンについては、昨年３月からインターネットバンキング
による「一部繰上返済申込受付サービス」の取扱いを開始するなど、
お客さまにより便利にご利用いただけるよう努めております。
・法人向け商品・サービス
昨年11月に開催した「＜ナント＞元気企業マッチングフェア
2013」では「アセアン工業団地進出相談コーナー」を設置するな
ど、同フェアの充実に努めております。また、「日中ものづくり商談
会＠上海2013」等の商談会の開催のほか、「ビジネスマッチングナ
ビゲーター」による個別企業間のマッチング等、ビジネスマッチン
グ機会の提供を充実させております。
成長分野である医療・介護事業向けには、医療経営士の資格をも
つ専門スタッフが経営に関するご相談等、コンサルティング機能を
フルに発揮しております。
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このほか、お取引先の海外進出地域が拡大し支援ニーズが多様化
していくなか、当行は海外銀行９行等と業務提携によるネットワー
クを構築し、海外サポート体制を充実させております。また、商談
会やセミナーの開催などにも積極的に取り組んでおり海外ビジネス
をサポートしております。
企業サポートの面では、専門のノウハウを持った審査部企業サポ
ート室のスタッフが経営改善計画の策定など、外部機関と連携しな
がら助言や支援を行っております。

　
当行の対処すべき課題
　
当行を取り巻く環境は、政府や日本銀行の政策等により景気は回復し
つつありますが、マーケットの縮小や低金利の状況が続くなか他の金融
機関との競争も激しさを増しており、今後も厳しい状況が続くものと予
想されます。
こうした情勢のもと、当行は、本年６月に創立80周年を迎えますが、
創立90周年（平成36年）までの10年間の経営ビジョンを「活力創造銀
行」として、銀行及び当行営業地域の活力を創造する銀行をめざしてお
ります。
具体的には、既存エリアでのリレーションをさらに深化させるととも
に、重点戦略エリアにおいて稠密な拠点展開をさらに進め、地域の活性
化や規模の拡大等を通じた収益機会の創出を図ります。
また、銀行の活力創造を通じて、「夢」と「誇り」に溢れた企業風土の
醸成に取り組んでまいります。
本ビジョンを実現させていくため、今年４月から新たな経営計画とし
て平成29年３月までの３年間を計画期間とする中期経営計画「活力創造
プラン」をスタートさせました。本計画では５つの重点戦略を掲げ、「収
益力の強化」「効率的な経営」「強固で自己実現可能な組織づくり」に強
力に取り組んでまいります。
重点戦略の１点目である「地域の活性化」においては、地域の活性化
を図るため、新たに「公務・地域活力創造部」を立ち上げ産業創造・育
成、産官学金連携等に取り組むほか、コンサルティング機能をフルに発
揮して経営改善・事業再生にも取り組んでまいります。
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２点目の「収益基盤の確立」については、既存営業エリアにおけるお
客さまとのリレーション深化と、大阪府等重点戦略エリアにおける「面」
営業基盤の確立に向けた拠点展開によりコアエリア（地元）の拡充を図
ってまいります。
また、お客さま個々のライフステージに応じた商品・サービスを最適
なタイミング・チャネルでご提供することなどにより収益基盤の拡充を
図ってまいります。
３点目の「人材・組織の強化」においては、営業力を強化していくた
め、人材育成の仕組みを抜本的に見直すとともに、適材適所の人員活用
と適正な人事管理により、活力のある組織を醸成してまいります。
４点目の「業務の生産性向上」においては、地域のマーケット特性に
応じた営業態勢を構築していくとともに、日常の業務プロセスを見直す
ことにより業務の効率化と営業力の強化を図ってまいります。
最後に「内部管理態勢の強化」においては、地域・お客さま、株主さ
ま等のステークホルダーからの一層の信頼を得るため、コンプライアン
ス態勢を強化してまいります。また、リスク・リターンを考慮した各種
リスク管理の高度化・充実を図ってまいります。
今後も当行は地域とともに歩み発展するという地方銀行の使命を常に
念頭に置き、役職員一同持てる力を最大限発揮して、豊かで活力ある地
域経済・社会の実現と当行企業価値のさらなる向上のために尽力してま
いる決意でありますので、株主やお取引先の皆さまにおかれましては何
卒倍旧のご支援、ご指導を賜りますようお願い申しあげます。
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（2）財産及び損益の状況
（単位：億円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

預 金 41,280 42,898 44,321 45,970

定 期 性 預 金 21,310 21,992 22,183 22,704

そ の 他 19,969 20,906 22,137 23,266

社 債 200 200 200 200

貸 出 金 27,203 27,964 29,096 29,839

個 人 向 け 8,194 8,367 8,517 8,615

中 小 企 業 向 け 9,394 9,846 9,806 10,110

そ の 他 9,614 9,750 10,773 11,113

商 品 有 価 証 券 7 4 3 2

有 価 証 券 16,695 17,560 18,407 19,073

国 債 10,589 11,311 10,534 11,504

地 方 債 1,884 2,053 1,984 1,972

そ の 他 4,220 4,194 5,888 5,596

総 資 産 45,978 47,990 50,158 51,749

内 国 為 替 取 扱 高 230,015 226,891 232,121 240,638

外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル
2,379 2,263 2,120 1,738

経 常 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円
11,445 9,178 9,899 18,223

当 期 純 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円
6,584 3,315 7,547 8,827

１株当たり当期純利益 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
23 88 12 02 27 74 32 84

注 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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（3）使用人の状況
当 年 度 末 前 年 度 末

使 用 人 数 2,733人 2,755人
平 均 年 齢 37年８月 37年７月
平 均 勤 続 年 数 15年７月 15年６月
平 均 給 与 月 額 411千円 414千円
注 1．平均年齢、平均勤続年数及び平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り

捨てて表示しております。
2．使用人数には、臨時雇員及び嘱託は含まれておりません。
3．平均給与月額は、賞与を除く３月中の平均給与月額であります。

　
（4）営業所等の状況
イ 営業所数の推移

当 年 度 末 前 年 度 末
奈 良 県 店 うち出張所 店 うち出張所

90 （ 19 ） 90 （ 16 ）
京 都 府 15 （ 3 ） 15 （ 1 ）
大 阪 府 16 （ ―） 15 （ ―）
和 歌 山 県 8 （ 1 ） 7 （ ―）
三 重 県 3 （ 2 ） 3 （ ―）
兵 庫 県 1 （ ―） 1 （ ―）
東 京 都 1 （ ―） 1 （ ―）

合 計 134 （ 25 ） 132 （ 17 ）
注 上記のほか、当年度末において海外駐在員事務所を２か所（前年度末２か
所）、店舗外現金自動設備を202か所（前年度末204か所）それぞれ設置して
おります。このほか、店舗外現金自動設備を株式会社イーネット参加銀行と共
同で13,000か所（前年度末12,714か所）、株式会社セブン銀行及び同行との
提携銀行と共同で19,514か所（前年度末18,123か所）及び株式会社ローソ
ン・エイティエム・ネットワークスと共同で10,170か所（前年度末9,717か
所）それぞれ設置しております。
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ロ 当年度新設営業所
営 業 所 名 所 在 地

帝 塚 山 支 店 大阪府大阪市住吉区帝塚山中一丁目２番１８号
和歌山支店 和歌山北出張所 和歌山県和歌山市榎原７２番地の３
注 1．当年度において、和歌山北支店を位置変更し、営業所名を和歌山支店と

いたしました。
2．当年度において、次の店舗を出張所に種類変更いたしました。
（店舗名） （出張所名）
平城西支店 平城支店 平城西出張所
平群北支店 平群支店 平群北出張所
けいはんなプラザ支店 精華支店 けいはんなプラザ出張所
初瀬支店 桜井支店 初瀬出張所
山田川支店 木津支店 山田川出張所
名張東支店 名張支店 名張東出張所
桔梗が丘支店 名張支店 桔梗が丘出張所

3．当年度において、次の店舗外現金自動設備を新設いたしました。
帝塚山支店 あべのハルカス近鉄本店出張所 （大阪府大阪市）
上牧支店 アピタ西大和店出張所 （奈良県北葛城郡上牧町）
白庭台駅前支店 スーパーセンター生駒上町店出張所（奈良県生駒市）
天理支店 天理よろづ相談所入院棟東病棟出張所 （奈良県天理市）

4．当年度において、次の店舗外現金自動設備を廃止いたしました。
八尾支店 近鉄八尾駅出張所 （大阪府八尾市）
真弓支店 学研北生駒駅出張所 （奈良県生駒市）
天理支店 天理市立病院出張所 （奈良県天理市）
王寺支店 奈良産業大学出張所 （奈良県生駒郡三郷町）
登美が丘支店 高山サイエンスプラザ出張所 （奈良県生駒市）
天理南支店 朝和出張所 （奈良県天理市）

ハ 銀行代理業者の一覧
氏名又は名称 主たる営業所又は

事務所の所在地 銀行代理業以外の主要業務

なんぎん代理店株式会社 奈良県奈良市大宮町６丁目２番地の１ ―
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（5）設備投資の状況
イ 設備投資の総額

（単位：百万円）
設 備 投 資 の 総 額 5,451

注 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
　
ロ 重要な設備の新設等

（単位：百万円）

内 容 金 額
投 資 総 額 当年度支払額

（新設）
桜井北出張所の新築・移転 287 82
高田支店の新築・移転 945 625
和歌山支店の新設 357 45
和歌山北出張所の新築・移転 211 145
帝塚山支店の新設 517 282
ソフトウエアの取得 1,415 1,415
リース資産の取得 299 299

（処分・除却）
旧石切支店の店舗用地売却
旧和歌山北出張所の除却

注 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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（6）重要な親会社及び子会社等の状況
イ 親会社の状況
該当ありません。

　
ロ 子会社等の状況

会 社 名 所 在 地 主要業務
内容 設立年月日 資本金

当行が有
する子会
社等の議
決権比率

その他

南 都 地 所
株 式 会 社

奈良市橋本町
16番地

不動産賃貸・
管理業

昭和44年
11月８日

百万円
30

％
100 ―

南都ビジネスサービス
株 式 会 社

奈良市南京終町
1丁目93番地2

銀行の事務
代行等業務

昭和59年
６月１日 10 100 ―

南都スタッフサービス
株 式 会 社

奈良市大宮町
6丁目2番地の1

人材派遣・
職業紹介業

平成３年
３月18日 20 100 ―

南都アセットリサーチ
株 式 会 社

大和郡山市南郡山町
211番地の9

担保不動産
調査・評価業

平成17年
７月４日 20 100 ―

な ん ぎ ん 代 理 店
株 式 会 社

奈良市大宮町
6丁目2番地の1 銀行代理業 平成21年

10月６日 50 100 ―

南 都 信 用 保 証
株 式 会 社

奈良市西大寺国見町
1丁目2番1号 信用保証業 昭和59年

10月９日 10 72
（69）（注３）

南 都 リ ー ス
株 式 会 社

奈良市大森町
52番地の1 リース業 昭和59年

12月22日 50 70
（65）（ 〃 ）

南都コンピュータサービス
株 式 会 社

奈良市南京終町
1丁目93番地2

ソフトウエア
開発等業務

昭和61年
７月１日 10 74

（69）（ 〃 ）

南 都 投 資 顧 問
株 式 会 社

奈良市大宮町
6丁目2番地の1 投資顧問業 昭和61年

11月21日 120 73
（68）（ 〃 ）

南都ディーシーカード
株 式 会 社

生駒市東生駒
1丁目61番地7

クレジット
カード業

平成２年
10月12日 50 76

（71）（ 〃 ）

南都カードサービス
株 式 会 社

生駒市東生駒
1丁目61番地7

クレジット
カード業

平成２年
12月10日 50 76

（71）（ 〃 ）

注 1．記載金額は単位未満を、当行が有する子会社等の議決権比率は小数点以
下を、それぞれ切り捨てて表示しております。
2．当行が有する子会社等の議決権比率欄の（ ）内は、間接所有比率（内
書き）であります。
3．銀行法施行令第４条の２第２項に規定する子法人等であります。
4．当行の連結対象会社は上記11社であり、持分法適用会社は該当ありませ
ん。
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重要な業務提携の概況
1．地方銀行64行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金
自動引出し等のサービス（略称ＡＣＳ）を行っております。
2．地方銀行64行と都市銀行、信託銀行、第二地方銀行協会加盟行、
信用金庫、信用組合、系統農協・信漁連（農林中金、信連を含む）、
労働金庫との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動
引出し等のサービス（略称ＭＩＣＳ）を行っております。
3．地銀ネットワークサービス株式会社（地方銀行64行の共同出資会
社、略称ＣＮＳ）において、データ伝送の方法により取引先企業と
の間の総合振込・口座振替・入出金取引明細等各種データの授受の
サービス等を行っております。
4．株式会社ゆうちょ銀行との提携により、現金自動設備の相互利用
による現金自動引出し及び預入れのサービスを行っております。
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２ 会社役員（取締役及び監査役）に関する事項
（1）会社役員の状況

（年度末現在）
氏 名 地位及び担当 重要な兼職 そ の 他

西 口 廣 宗 取締役会長（代表取締役）

植 野 康 夫 取締役頭取（代表取締役）

嶌 川 安 雄 専務取締役（代表取締役）
秘書室・総合企画部・監査部担当

橋 本 正 昭 常 務 取 締 役
営業統括部・個人営業部・バリュー開発部・公務部・大阪地区本部担当

松 岡 弘 樹 常 務 取 締 役
証券国際部・人事部・総務部担当

橋 本 隆 史 常 務 取 締 役
経営管理部・審査部・事務統括部・事務集中部担当

吉 田 幸 作
常 務 取 締 役
大 阪 地 区 本 部 長 兼
大 阪 中 央 営 業 部 長

北 義 彦 常 務 取 締 役
総 合 企 画 部 長

西 本 英 明 取 締 役
経 営 管 理 部 長

森 田 好 昭 取 締 役
本 店 営 業 部 長

萩 原 徹 取 締 役
東京支店長兼東京事務所長

澤 村 清 秀 取 締 役
人 事 部 長

河 井 重 順 取 締 役
監 査 部 長

半 田 隆　雄 取 締 役
バ リ ュ ー 開 発 部 長

柴 田 順 夫 取 締 役
事 務 統 括 部 長

羽 山 太 郎 監 査 役（常 勤）

箕 輪 尚 起 監 査 役（常 勤）
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氏 名 地位及び担当 重要な兼職 そ の 他

阪 井 紘 行 監 査 役（社外監査役） 阪井紘行法律事務所
弁護士

野 口 滿 彦 監 査 役（社外監査役） 近鉄技術ホールディングス
株式会社相談役

丸 森 康 史 監 査 役（社外監査役）
三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング株式会社
代表取締役副社長

（当年度中に退任した役員）

三 橋 秀 光 取 締 役
本 店 営 業 部 長 平成25年６月27日辞任

箕 輪 尚 起 取 締 役
審 査 部 長 平成25年６月27日退任

田 村 健 吉 取 締 役
バ リ ュ ー 開 発 部 長 平成25年６月27日辞任

堀 内 保 男 監 査 役（常 勤） 平成25年６月27日辞任

湊 明 彦 監 査 役（社外監査役） 平成25年６月27日退任

注 1．平成26年４月１日付で「公務部」とバリュー開発部の「観光企画室」を
統合し、「公務・地域活力創造部」を設置しております。
2．監査役 阪井紘行氏、野口滿彦氏及び丸森康史氏は、株式会社東京証券
取引所の定めに基づく独立役員であります。
3．当年度中に退任した役員の地位及び担当は退任時のものであります。
4．当年度中の役員の異動は次のとおりであります。

氏 名 新 旧 異動年月日

柴 田 順 夫 取 締 役
事 務 統 括 部 長

取 締 役
事務統括部長兼
事 務 集 中 部 長

平成25年10月１日
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（2）会社役員に対する報酬等
（単位：百万円）

区 分 支 給 人 数 報 酬 等
取 締 役 18名 454
監 査 役 7名 55

計 25名 509
注 1．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

2．支給人数には、平成25年６月27日開催の第125期定時株主総会終結の
時をもって退任又は辞任した取締役３名及び監査役２名を含めております。
3．取締役の報酬等の額には、株式報酬型ストック・オプションとして付与
いたしました新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額43百万円を含め
ております。
4．取締役及び監査役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第118期
定時株主総会においてそれぞれ年額600百万円以内及び100百万円以内と
決議いただいております。また、取締役に対する株式報酬型ストック・オ
プションの報酬限度額は、平成22年６月29日開催の第122期定時株主総
会において年額70百万円以内と決議いただいております。
5．役員の報酬等につきましては、取締役会が報酬等の額又はその算定方法
の決定に関する方針を以下のとおり定め、本方針に基づき報酬額等を決定
しております。
　取締役の報酬等については、役位別の責務に応じ固定的な報酬として支
給する「月額報酬」及び「株式報酬型ストック・オプション」とする。
・月額報酬は、「役員報酬規程」に基づき取締役会の決議により決定し、そ
の総額は株主総会の承認を得た年額600百万円以内とする。
・「業績及び企業価値の向上」と「株主重視の経営意識向上」を図るため、
株式報酬型ストック・オプションを割り当てる。株式報酬型ストック・
オプションは、「役員報酬規程」及び「ストック・オプション規程」に基
づき取締役会の決議により割当数を決定し、その総額は株主総会の承認
を得た年額70百万円以内とする。
また、監査役の報酬については、監査役の独立性を高め企業統治の一層
の強化を図る観点から、その職務に応じて固定的な報酬として支給する
「月額報酬」とする。
・月額報酬は、「役員報酬規程」に基づき監査役の協議により決定し、その
総額は株主総会の承認を得た年額100百万円以内とする。
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３ 社外役員に関する事項
（1）社外役員の兼職その他の状況
氏 名 兼職その他の状況

阪 井 紘 行
阪井紘行法律事務所の弁護士であります。
なお、同法律事務所と当行との間には特別の関係はありま
せん。

野 口 滿 彦 近鉄技術ホールディングス株式会社相談役であります。
なお、同社と当行との間には特別の関係はありません。

丸 森 康 史

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社代表取締
役副社長であります。
なお、同社と当行との間には同社のインターネットサービ
ス提供に係る取引関係がありますが、同社と当行との関係
は、丸森 康史氏の当行社外監査役としての職務遂行に影
響を与えるものではありません。

　
（2）社外役員の主な活動状況
氏 名 在任期間 取締役会及び監査役会

への出席状況
取締役会及び監査役会における
発言その他の活動状況

阪 井 紘 行 ７年10ヵ月

当事業年度開催の
取締役会13回の全て
に出席し、また、当
事業年度開催の監査
役会15回全てに出席
しております。

弁護士として有する専
門的知識に基づき、当行
の業務遂行における適法
性確保に関して適切な助
言・提言を行っておりま
す。

野 口 滿 彦 ２年10ヵ月

当事業年度開催の
取締役会13回の全て
に出席し、また、当
事業年度開催の監査
役会15回全てに出席
しております。

幅広い見識を有してお
り、銀行業界以外からの
客観的かつ中立的な観点
から、当行の経営全般に
対して適切な助言・提言
を行っております。

丸 森 康 史 10ヵ月

平成25年６月27
日就任以降開催の取
締役会10回の全てに
出席し、また、平成
25年６月27日以降
開催の監査役会11回
の全てに出席してお
ります。

銀行業務全般に精通し
ており、その専門的な知
識及び実務経験を活かし
て、当行の経営全般に対
して適切な指導及び監査
を行っております。
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（3）社外役員に対する報酬等
（単位：百万円）

支給人数 銀行からの報酬等 銀行の親会社等からの報酬等

報酬等の合計 4名 21 ―
注 1．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
2．支給人数には、平成25年６月27日開催の第125期定時株主総会終結の
時をもって退任した監査役１名を含めております。

　

事業報告書 2014年05月22日 17時26分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.40 20131220_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類
等

― 20 ―

４ 当行の株式に関する事項
　
（1）株 式 数 発行可能株式総数 640,000千株

発行済株式の総数 272,756千株
（自己株式4,581千株を含む）

注 株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
　
（2）当年度末株主数 14,014名
　
（3）大 株 主（上位10名）

株 主 の 氏 名 又 は 名 称 当 行 へ の 出 資 状 況
持 株 数 等 持 株 比 率

千株 ％

株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 10,283 3.83

日本トラスティ･サービス信託銀行
株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 9,609 3.58

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 8,531 3.18
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 8,430 3.14
南 都 銀 行 従 業 員 持 株 会 8,065 3.00
住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 5,420 2.02
Ｄ Ｍ Ｇ 森 精 機 株 式 会 社 4,766 1.77
北 村 林 業 株 式 会 社 4,063 1.51
株 式 会 社 滋 賀 銀 行 3,336 1.24
日本マスタートラスト信託銀行
株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 3,271 1.21

注 1．当行は、自己株式4,581千株を保有しておりますが、上記の大株主から
は除いております。
2．持株数等は、千株未満を切り捨てて表示しております。
3．持株比率は、自己株式（4,581千株）を控除して算出し、小数点第３位
以下を切り捨てて表示しております。
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５ 当行の新株予約権等に関する事項
　
（1）事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株

予約権等
新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を

有する者の人数

取締役

①新株予約権の割当日
　 平成22年７月29日
②新株予約権の数
　 541個
③目的となる株式の種類及び数
　 普通株式 54,100株
④新株予約権の行使期間
　 平成22年７月30日～平成52年７月29日
⑤権利行使価額
　 １株当たり１円
⑥権利行使についての条件
　新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪
失した日の翌日から10日を経過する日まで
の間に限り、新株予約権を一括して行使する
ことができる。

8名

①新株予約権の割当日
　 平成23年７月29日
②新株予約権の数
831個

③目的となる株式の種類及び数
　 普通株式 83,100株
④新株予約権の行使期間
　 平成23年７月30日～平成53年７月29日
⑤権利行使価額
　 １株当たり１円
⑥権利行使についての条件
　新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪
失した日の翌日から10日を経過する日まで
の間に限り、新株予約権を一括して行使する
ことができる。

10名
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新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役

①新株予約権の割当日
　 平成24年７月27日
②新株予約権の数
　 1,137個
③目的となる株式の種類及び数
　 普通株式 113,700株
④新株予約権の行使期間
　 平成24年７月28日～平成54年７月27日
⑤権利行使価額
　 １株当たり１円
⑥権利行使についての条件
　新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪
失した日の翌日から10日を経過する日まで
の間に限り、新株予約権を一括して行使する
ことができる。

12名

①新株予約権の割当日
　 平成25年７月26日
②新株予約権の数
　 1,195個
③目的となる株式の種類及び数
　 普通株式 119,500株
④新株予約権の行使期間
　 平成25年７月27日～平成55年７月26日
⑤権利行使価額
　 １株当たり１円
⑥権利行使についての条件
　新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪
失した日の翌日から10日を経過する日まで
の間に限り、新株予約権を一括して行使する
ことができる。

15名

監査役 ― ―
　
（2）事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等

該当ありません。
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６ 会計監査人に関する事項
　
（1）会計監査人の状況

（単位：百万円）
氏名又は名称 当該事業年度に係る報酬等 そ の 他

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員 米 林 彰
指定有限責任社員 松 山 和 弘
指定有限責任社員 梅 津 広

72

　当行は、会計監査人
に対して、公認会計士
法第２条第１項の業務
以外の業務（非監査業
務）である、バーゼル
Ⅲ対応等に関する専門
的指導・助言業務を委
託し、対価を支払って
おります。

注 1．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
2．当行と会計監査人との監査契約において、会社法上の会計監査人の監査
に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を明
確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないためこれらの合計額
を記載しております。
3．当行並びに子会社及び子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益
の合計額は79百万円であります。

　
（2）会計監査人に関するその他の事項

会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　当行では、会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違
反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した
場合には、その事実に基づき会計監査人の解任又は不再任の検討
を行い、解任又は不再任が妥当と判断した時は、「会計監査人の解
任又は不再任」の議案を株主総会に提出いたします。
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７ 業務の適正を確保する体制
　当行は、業務の適正を確保するための体制の整備について、取締
役会において決議しております。
　本決議内容につきましては、内容を適宜見直したうえで修正決議
を行っており、当事業年度末現在の決議内容は以下のとおりであり
ます。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制

・金融機関として信用を維持し、金融の円滑化等の公共的使命と社
会的責任を認識し、地域・お客さま、株主などのステークホルダ
ーの信頼を得るため、法令等遵守を経営の最重要課題と位置付け
全役職員が遵守すべき「基本的指針」及び「行動規範」を「行動
憲章」として定める。

・コンプライアンス体制の基本的な枠組みを規定するため、「コンプ
ライアンス規程」を定めコンプライアンスの徹底を図る。
・「顧客保護等管理方針」を定め、顧客説明管理態勢や顧客サポート
等管理態勢、顧客情報管理態勢、外部委託管理態勢、利益相反管
理態勢に関する規程を制定し顧客の保護及び利便性の向上を図る。
・「金融円滑化基本方針」を定め、「金融円滑化管理規程」を制定し
金融仲介機能を積極的に発揮するための適切な管理態勢を整備・
確立する。

・コンプライアンスや顧客保護等管理に関する重要事項を協議決定
するため、行内の横断的な組織として頭取を委員長とするコンプ
ライアンス委員会を設置する。
・年度毎にコンプライアンスや顧客保護等管理の強化に向けた具体
的な実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を策定し
たうえ、実施状況を確認し適宜見直しを行う。
・法令等違反行為の未然防止や早期発見と早期是正を図ることを目
的として設置した内部通報制度「コンプライアンス・ホットライ
ン」の適正な運用に努める。
・コンプライアンスを実現するための具体的な手引書として「コン
プライアンス・ハンドブック」を制定し全役職員に周知のうえ、
集合研修・職場単位での勉強会を定期的に実施し、コンプライア
ンス意識の高揚を図る。
・懲戒規程を制定し、懲戒処分における公平性・透明性を示すこと
により法令等を遵守する姿勢を明確にする。

事業報告書 2014年05月22日 17時26分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.40 20131220_01）



― 25 ―

・また、「反社会的勢力等対応規程」・「マネー・ローンダリング防止
規程」を制定し、反社会的勢力等に対しては組織として毅然とし
た態度で対応し関係を遮断・排除するとともに、金融機関の業務
を通じマネー・ローンダリングやテロ資金供与、預金口座の不正
利用などの組織犯罪等に利用されることを防止するための態勢を
整備する。

　
（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・「文書規程」等諸規程に基づき、各種会議等の議事録や稟議書等重
要な職務の執行に係る情報について記録し、適切に保存・管理す
る。

　
（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「統合的リスク管理規程」及びリスク毎の管理規程において管理体
制、管理方法等のリスク管理方針を定め、各種委員会や会議にお
いてリスクの特定・評価・モニタリングを行い適切にリスクのコ
ントロール及び削減を行う。
・各リスクは各々の主管部署で管理するほか、リスク管理全体を組
織横断的に統括する部署でリスク管理の徹底を図る。
・また、自然災害、システム障害など業務継続に重要な影響を及ぼ
す不測の事態に適切に対処するため、「危機管理計画書」及び各種
対応マニュアルを制定したうえ定期的に訓練を実施し危機管理態
勢を整備する。

　
（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体

制
・取締役会においては、取締役会の役割、責任と義務を定めた「取
締役会規程」に基づき、経営の基本方針等業務の執行を決定する
とともに取締役の職務の執行を監督する。
・取締役会で決定した基本方針に基づき、日常の経営に関する重要
な事項及び取締役会より委任された事項を協議決定するため、主
要な役員で組織される常務会を適宜開催して速やかな検討を行う
など、効率的な運営を図る。
・あわせて、役職者の職務権限を明確に定めることにより、業務の
組織的かつ効率的な運営を行う。
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（5）当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する
ための体制

・当行及び連結対象子会社で構成する南都銀行グループは、地域へ
の優れた総合金融サービスの提供を経営理念とし、企業価値の最
大化と透明性の高いグループ経営を実現するため、財務報告の信
頼性を確保するための内部統制の整備をはじめ、経営管理態勢、
法令等遵守態勢、顧客保護等管理態勢、リスク管理態勢、金融円
滑化管理態勢を整備することにより、南都銀行グループ全体の業
務の適正を確保する。
・内部監査部門は、南都銀行グループにおける業務の健全性・適切
性を確保することを目的に内部監査を実施し、内部管理態勢の適
切性・有効性を検証し評価する。

　
（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に

おける当該使用人に関する事項
・監査役は業務の適正を確保するための体制の一翼を担う重要な機
関であり、その監査の実効性を確保することが不可欠であること
から、監査役の職務を補助するため監査役会事務局を設置して使
用人を配置し、使用人に監査役の業務を補助させる。

　
（7）上記使用人の取締役からの独立性に関する事項
・取締役からの独立性を確保するため、監査役会事務局の使用人の
人事異動については、あらかじめ監査役の同意を必要とする。

　
（8）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査

役への報告に関する体制
・行内の稟議書や議事録等、重要な文書については監査役へ適切に
回付される体制を確保する。
・監査役が、取締役、内部監査部門等の使用人その他の者に対して
報告を求めることや代表取締役との定期的な会合を持つことなど
により、情報収集ができる体制を確保する。

　
（9）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体

制
・監査役が、各種の重要会議に出席し必要があるときは意見を述べ
る機会を確保するほか、「監査役会規程」・「監査役監査基準」・「内
部統制システムに係る監査の実施基準」等に基づき、有効かつ機
能的な監査を実施できる体制を確立する。
・監査役が、内部監査部門等との連携を十分に行うことができる体
制を確保する。
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第126期末（平成26年３月31日現在）貸借対照表
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）
現 金 預 け 金 202,710 預 金 4,597,084
現 金 45,942 当 座 預 金 117,928
預 け 金 156,767 普 通 預 金 2,066,612
コ ー ル ロ ー ン 895 貯 蓄 預 金 27,117
買 入 金 銭 債 権 4,515 通 知 預 金 2,956
商 品 有 価 証 券 213 定 期 預 金 2,270,479
商 品 国 債 200 そ の 他 の 預 金 111,990
商 品 地 方 債 12 譲 渡 性 預 金 81,941
金 銭 の 信 託 22,000 債券貸借取引受入担保金 141,600
有 価 証 券 1,907,347 借 用 金 77,731
国 債 1,150,499 借 入 金 77,731
地 方 債 197,208 外 国 為 替 197
社 債 131,070 売 渡 外 国 為 替 94
株 式 82,866 未 払 外 国 為 替 103
そ の 他 の 証 券 345,703 社 債 20,000
貸 出 金 2,983,902 そ の 他 負 債 16,786
割 引 手 形 19,107 未 決 済 為 替 借 51
手 形 貸 付 71,957 未 払 法 人 税 等 217
証 書 貸 付 2,549,470 未 払 費 用 5,734
当 座 貸 越 343,366 前 受 収 益 1,014
外 国 為 替 2,064 金 融 派 生 商 品 5,143
外 国 他 店 預 け 1,841 リ ー ス 債 務 1,930
買 入 外 国 為 替 24 資 産 除 去 債 務 402
取 立 外 国 為 替 198 そ の 他 の 負 債 2,291
そ の 他 資 産 15,417 退 職 給 付 引 当 金 12,057
前 払 費 用 246 睡眠預金払戻損失引当金 150
未 収 収 益 6,797 偶 発 損 失 引 当 金 1,198
金 融 派 生 商 品 1,710 支 払 承 諾 11,477
そ の 他 の 資 産 6,662 負 債 の 部 合 計 4,960,225
有 形 固 定 資 産 40,891 （純 資 産 の 部）
建 物 11,146 資 本 金 29,249
土 地 24,097 資 本 剰 余 金 18,813
リ ー ス 資 産 1,609 資 本 準 備 金 18,813
建 設 仮 勘 定 187 利 益 剰 余 金 129,643
その他の有形固定資産 3,850 利 益 準 備 金 13,257
無 形 固 定 資 産 5,334 そ の 他 利 益 剰 余 金 116,386
ソ フ ト ウ エ ア 3,974 別 途 積 立 金 107,840
リ ー ス 資 産 449 繰 越 利 益 剰 余 金 8,546
その他の無形固定資産 910 自 己 株 式 △1,918
繰 延 税 金 資 産 1,114 株 主 資 本 合 計 175,789
支 払 承 諾 見 返 11,477 その他有価証券評価差額金 39,576
貸 倒 引 当 金 △22,929 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △760

評価・換算差額等合計 38,816
新 株 予 約 権 123
純 資 産 の 部 合 計 214,730

資 産 の 部 合 計 5,174,955 負債及び純資産の部合計 5,174,955
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第126期（平成
平成

25
26
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）損益計算書

（単位：百万円）
科 目 金 額

経 常 収 益 74,619
資 金 運 用 収 益 56,264

貸 出 金 利 息 38,532
有 価 証 券 利 息 配 当 金 17,360
コ ー ル ロ ー ン 利 息 88
買 現 先 利 息 9
預 け 金 利 息 52
そ の 他 の 受 入 利 息 221

役 務 取 引 等 収 益 9,867
受 入 為 替 手 数 料 2,749
そ の 他 の 役 務 収 益 7,117

そ の 他 業 務 収 益 3,804
外 国 為 替 売 買 益 163
商 品 有 価 証 券 売 買 益 4
国 債 等 債 券 売 却 益 3,636
そ の 他 の 業 務 収 益 0

そ の 他 経 常 収 益 4,682
償 却 債 権 取 立 益 1,454
株 式 等 売 却 益 1,831
金 銭 の 信 託 運 用 益 250
そ の 他 の 経 常 収 益 1,145

経 常 費 用 56,396
資 金 調 達 費 用 4,264

預 金 利 息 3,004
譲 渡 性 預 金 利 息 165
コ ー ル マ ネ ー 利 息 1
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 214
借 用 金 利 息 75
社 債 利 息 344
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 385
そ の 他 の 支 払 利 息 74

役 務 取 引 等 費 用 4,097
支 払 為 替 手 数 料 513
そ の 他 の 役 務 費 用 3,583

そ の 他 業 務 費 用 820
国 債 等 債 券 売 却 損 713
金 融 派 生 商 品 費 用 107

営 業 経 費 45,835
そ の 他 経 常 費 用 1,378

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 280
貸 出 金 償 却 808
株 式 等 売 却 損 53
株 式 等 償 却 170
金 銭 の 信 託 運 用 損 10
そ の 他 の 経 常 費 用 54

経 常 利 益 18,223
特 別 利 益 0

固 定 資 産 処 分 益 0
特 別 損 失 79

固 定 資 産 処 分 損 63
減 損 損 失 15

税 引 前 当 期 純 利 益 18,144
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 660
法 人 税 等 調 整 額 8,656
法 人 税 等 合 計 9,316
当 期 純 利 益 8,827
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第126期（平成
平成

25
26
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 29,249 18,813 － 18,813
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
別途積立金の積立
自己株式の取得
自己株式の処分 △2 △2
自己株式の消却 △1,256 △1,256
利益剰余金から
資本剰余金への振替 1,258 1,258

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － － －
当期末残高 29,249 18,813 － 18,813

（単位：百万円）
株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本
合 計利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益

剰 余 金
当期首残高 13,257 104,440 5,991 123,689 △2,480 169,271
当期変動額
剰余金の配当 △1,614 △1,614 △1,614
当期純利益 8,827 8,827 8,827
別途積立金の積立 3,400 △3,400 － －
自己株式の取得 △717 △717
自己株式の処分 24 21
自己株式の消却 1,256 －
利益剰余金から
資本剰余金への振替 △1,258 △1,258 －

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － 3,400 2,554 5,954 562 6,517
当期末残高 13,257 107,840 8,546 129,643 △1,918 175,789
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（単位：百万円）
評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

評価・換算
差額等合計

当期首残高 37,946 △931 37,015 100 206,388
当期変動額
剰余金の配当 △1,614
当期純利益 8,827
別途積立金の積立 －
自己株式の取得 △717
自己株式の処分 21
自己株式の消却 －
利益剰余金から
資本剰余金への振替 －

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 1,630 170 1,801 22 1,824

当期変動額合計 1,630 170 1,801 22 8,341
当期末残高 39,576 △760 38,816 123 214,730
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成26年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
現 金 預 け 金 202,724 預 金 4,585,357
コールローン及び買入手形 895 譲 渡 性 預 金 77,531
買 入 金 銭 債 権 4,515 債券貸借取引受入担保金 141,600
商 品 有 価 証 券 213 借 用 金 85,388
金 銭 の 信 託 22,000 外 国 為 替 197
有 価 証 券 1,907,331 社 債 20,000
貸 出 金 2,972,159 そ の 他 負 債 24,602
外 国 為 替 2,064 退 職 給 付 に 係 る 負 債 19,039
そ の 他 資 産 37,179 睡眠預金払戻損失引当金 150
有 形 固 定 資 産 41,902 偶 発 損 失 引 当 金 1,198
建 物 11,939 支 払 承 諾 11,477
土 地 24,188 負 債 の 部 合 計 4,966,542
建 設 仮 勘 定 187 （純 資 産 の 部）
その他の有形固定資産 5,586 資 本 金 29,249
無 形 固 定 資 産 5,748 資 本 剰 余 金 18,813
ソ フ ト ウ ェ ア 5,174 利 益 剰 余 金 132,594
その他の無形固定資産 573 自 己 株 式 △1,918
繰 延 税 金 資 産 5,294 株 主 資 本 合 計 178,739
支 払 承 諾 見 返 11,477 その他有価証券評価差額金 39,585
貸 倒 引 当 金 △26,314 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △760

退職給付に係る調整累計額 △4,376
その他の包括利益累計額合計 34,448
新 株 予 約 権 123
少 数 株 主 持 分 7,336
純 資 産 の 部 合 計 220,648

資 産 の 部 合 計 5,187,191 負債及び純資産の部合計 5,187,191
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連 結 損 益 計 算 書
（平成

平成
25
26
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

経 常 収 益 82,716
資 金 運 用 収 益 56,199
貸 出 金 利 息 38,463
有 価 証 券 利 息 配 当 金 17,362
コールローン利息及び買入手形利息 88
買 現 先 利 息 9
預 け 金 利 息 52
そ の 他 の 受 入 利 息 222
役 務 取 引 等 収 益 17,766
そ の 他 業 務 収 益 3,804
そ の 他 経 常 収 益 4,945
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 294
償 却 債 権 取 立 益 1,611
そ の 他 の 経 常 収 益 3,039

経 常 費 用 62,843
資 金 調 達 費 用 4,270
預 金 利 息 3,003
譲 渡 性 預 金 利 息 162
コールマネー利息及び売渡手形利息 1
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 214
借 用 金 利 息 155
社 債 利 息 344
そ の 他 の 支 払 利 息 388
役 務 取 引 等 費 用 8,835
そ の 他 業 務 費 用 820
営 業 経 費 46,993
そ の 他 経 常 費 用 1,924
そ の 他 の 経 常 費 用 1,924

経 常 利 益 19,873
特 別 利 益 0
固 定 資 産 処 分 益 0
特 別 損 失 79
固 定 資 産 処 分 損 63
減 損 損 失 15
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 19,794
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,024
法 人 税 等 調 整 額 8,998
法 人 税 等 合 計 10,023
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 9,770
少 数 株 主 利 益 691
当 期 純 利 益 9,079
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連結株主資本等変動計算書
（平成

平成
25
26
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当期首残高 29,249 18,813 126,387 △2,480 171,970

当期変動額

剰余金の配当 △1,614 △1,614

当期純利益 9,079 9,079

自己株式の取得 △717 △717

自己株式の処分 △2 24 21

自己株式の消却 △1,256 1,256 －
利益剰余金から
資本剰余金への振替 1,258 △1,258 －

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － 6,206 562 6,769

当期末残高 29,249 18,813 132,594 △1,918 178,739
　

（単位：百万円）
その他の包括利益累計額

新株予約権 少数株主持分 純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

退職給付に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当期首残高 37,947 △931 － 37,016 100 6,658 215,745

当期変動額

剰余金の配当 △1,614

当期純利益 9,079

自己株式の取得 △717

自己株式の処分 21

自己株式の消却 －
利益剰余金から
資本剰余金への振替 －

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 1,637 170 △4,376 △2,568 22 678 △1,866

当期変動額合計 1,637 170 △4,376 △2,568 22 678 4,903

当期末残高 39,585 △760 △4,376 34,448 123 7,336 220,648
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成26年５月14日

株式会社 南 都 銀 行
取 締 役 会 御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 米 林 彰 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松 山 和 弘 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 梅 津 広 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社南都銀行の平成25年４月１日か
ら平成26年３月31日までの第126期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成26年５月14日

株式会社 南 都 銀 行
取 締 役 会 御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 米 林 彰 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松 山 和 弘 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 梅 津 広 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社南都銀行の平成25年４月１日から平成
26年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社南都銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第126期事業年度の取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を
受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び営業店において業務及び財産の状況
を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則
第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備さ
れている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及
び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の
方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条
各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って
整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係
る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につい
て検討いたしました。
2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
平成26年５月14日

株式会社 南都銀行 監査役会
監査役(常勤) 羽 山 太 郎 ㊞
監査役(常勤) 箕 輪 尚 起 ㊞
監 査 役 阪 井 紘 行 ㊞
監 査 役 野 口 滿 彦 ㊞
監 査 役 丸 森 康 史 ㊞

（注） 監査役 阪井紘行、野口滿彦、丸森康史は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社
外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類
　

議案及び参考事項
　
第１号議案　剰余金の処分の件
　剰余金の処分につきましては、経営体質の強化と今後の事業展開等の
ため内部留保を確保しつつ、継続的な安定配当の基本方針のもと、以下
のとおりとさせていただきたいと存じます。
　１．期末配当に関する事項
（1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当行普通株式１株につき金３円 総額804,525,438円
なお、中間配当金として３円をお支払いさせていただきました
ので、当期の年間配当金は１株につき６円となります。

（2）剰余金の配当が効力を生じる日
平成26年６月30日

　２．剰余金の処分に関する事項
（1）増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 5,700,000,000円
（2）減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 5,700,000,000円
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第２号議案　定款一部変更の件
　定款の一部を次の変更案のとおり改めさせていただきたいと存じます。
　１．変更の理由
（1）社外取締役及び社外監査役として有用な人材の招聘を容易にし、

期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第１
項の規定により、定款第29条（社外取締役との責任限定契約）
及び定款第38条（社外監査役との責任限定契約）の規定を新設
するものであります。なお、定款第29条（社外取締役との責任
限定契約）の新設に関しましては、監査役全員の同意を得てお
ります。

（2）法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査
役にふさわしい人材の確保のため、補欠監査役の選任の効力を
４年とする旨の規定を新設するものであります。

（3）上記変更に伴い、条数の変更を行うものであります。
　２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。
　（下線は変更部分）

現 行 定 款 変 更 案
（社外取締役との責任限定契約）

（新 設） 第29条 当銀行は、会社法第427条第
１項の規定により、社外取締役
との間に、任務を怠ったことに
よる損害賠償責任を限定する契
約を締結することができる。た
だし、当該契約に基づく賠償責
任の限度額は、法令で規定する
額とする。

第29条
～ （条文省略）

第30条

第30条
～ （現行どおり）

第31条
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現 行 定 款 変 更 案
（補欠監査役の選任の効力）

（新 設） 第32条 補欠監査役の選任の効力は、
選任後４年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の開始の時までと
する。

第31条
～ （条文省略）

第35条

第33条
～ （現行どおり）

第37条

（社外監査役との責任限定契約）
（新 設） 第38条 当銀行は、会社法第427条第

１項の規定により、社外監査役
との間に、任務を怠ったことに
よる損害賠償責任を限定する契
約を締結することができる。た
だし、当該契約に基づく賠償責
任の限度額は、法令で規定する
額とする。

第36条
～ （条文省略）

第39条

第39条
～ （現行どおり）

第42条
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第３号議案　取締役７名選任の件
　取締役 西口廣宗、嶌川安雄、吉田幸作、萩原 徹、澤村清秀の各氏
は、本総会終結の時をもって任期満了となり、取締役 西本英明、森田
好昭の両氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、取締役７名
の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当行の

株 式 数

１ 西　口　廣　宗
にし ぐち ひろ むね

（昭和11年９月３日生）

昭和34年４月 当行入行
昭和55年11月 当行大宮支店長
昭和57年７月 当行橋本支店長
昭和59年10月 当行桜井支店長
昭和61年７月 当行業務本部副本部長

兼業務推進部長
平成 元年６月 当行高田支店長
平成 ２年６月 当行取締役高田支店長
平成 ３年６月 当行取締役本店営業部長
平成 ５年６月 当行常務取締役東京支

店長兼東京事務所長
平成 ７年６月 当行常務取締役
平成 ８年６月 当行専務取締役
平成 ９年６月 当行取締役頭取
平成20年６月 当行取締役会長

現在に至る

94,460株
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候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当行の

株 式 数

２ 嶌　川　安　雄
しま かわ やす お

（昭和28年１月３日生）

昭和51年４月 当行入行
平成 ８年７月 当行東生駒支店長
平成10年６月 当行本店営業部次長
平成12年２月 当行桜井支店長
平成14年６月 当行営業統括部長
平成16年６月 当行取締役東京支店長

兼東京事務所長
平成18年６月 当行常務取締役
平成23年６月 当行専務取締役

現在に至る
秘書室、総合企画部、
監査部担当

47,000株

３ 吉　田　幸　作
よし だ こう さく

（昭和30年２月18日生）

昭和53年４月 当行入行
平成11年６月 当行本店営業部長代理
平成14年６月 当行営業統括部次長

兼元気企業サポート室
部内室長

平成16年２月 当行高田本町支店長
平成17年６月 当行秘書室長
平成20年３月 当行事務部長
平成20年６月 当行取締役事務統括部長
平成23年６月 当行常務取締役証券国

際部長
平成24年６月 当行常務取締役大阪中

央営業部長
平成25年６月 当行常務取締役大阪地

区本部長
兼大阪中央営業部長
現在に至る

25,000株
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候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当行の

株 式 数

４ 萩　原
はぎ はら

　 徹
とおる

（昭和32年９月５日生）

昭和55年４月 当行入行
平成13年６月 当行本店営業部奈良市

役所出張所長
平成15年６月 当行上牧支店長
平成17年６月 当行南支店長
平成19年６月 当行京都支店長
平成21年６月 当行総合企画部副部長
平成23年４月 当行監査部長
平成24年４月 当行総合企画部長
平成24年６月 当行取締役総合企画部長
平成25年６月 当行取締役東京支店長

兼東京事務所長
現在に至る

36,000株

５
※

近　藤
こん どう

　 朗
あきら

（昭和33年11月２日生）

昭和56年４月 当行入行
平成15年６月 当行営業統括部推進役
平成17年６月 当行上牧支店長
平成19年６月 当行東生駒支店長
平成21年６月 当行王寺支店長
平成23年６月 当行公務部長
平成26年４月 当行公務・地域活力創

造部参事
現在に至る

14,000株
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候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当行の

株 式 数

６
※

西　川　惠　造
にし かわ けい ぞう

（昭和35年２月19日生）

昭和57年４月 当行入行
平成14年６月 当行三山木支店長
平成16年６月 当行結崎支店長
平成18年６月 当行石切支店長
平成20年６月 当行香芝支店長
平成22年６月 当行審査部副部長
平成24年４月 当行監査部長
平成25年６月 当行審査部長

現在に至る

13,000株

７
※

阪　井　紘　行
さか い ひろ ゆき

（昭和17年１月25日生）

昭和48年４月 弁護士登録
昭和52年４月 阪井紘行法律事務所開設

現在に至る
平成18年４月 日本弁護士連合会常務

理事
平成18年６月 当行社外監査役

現在に至る
（重要な兼職の状況）
阪井紘行法律事務所弁護士

10,000株

注 1．※は新任の取締役候補者であります。
2．各取締役候補者と当行の間には、特別の利害関係はありません。
3．阪井紘行氏は、社外取締役候補者であり、当行は、同氏を株式会社東京
証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりますが、引き続き
株式会社東京証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書
を提出する予定であります。
4．阪井紘行氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与されたことはあり
ませんが、当行の社外監査役として当行の事業内容等に精通しており、ま
た、弁護士としての高度な専門知識、豊富な経験を有していることから、
社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお
願いするものであります。
5．阪井紘行氏は、本総会終結の時をもって社外監査役を任期満了により退
任する予定でありますが、当行の社外監査役としての在任期間は、本総会
終結の時をもって８年となります。
6．第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認され、かつ、社外取
締役候補者阪井紘行氏の取締役選任が承認された場合、当行は同氏との間
で、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役が任務を怠ったこと
による損害賠償責任の限度額を法令で規定する額とする旨の責任限定契約
を締結する予定であります。
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第４号議案　補欠監査役１名選任の件
　法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ
補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締
役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただ
きます。
　また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は次のとおりであります。
氏 名
( 生 年 月 日 ) 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する当行の

株 式 数

西　田　正　秀
にし だ まさ ひで

（昭和21年８月31日生）

昭和49年４月 弁護士登録
昭和52年３月 西田法律事務所（現、わかく

さ法律事務所）開設
現在に至る

昭和58年９月 当行顧問弁護士
現在に至る

昭和62年４月 奈良弁護士会会長
昭和62年４月 日本弁護士連合会理事
（重要な兼職の状況）
わかくさ法律事務所弁護士

10,000株

注 1．候補者と当行の間には、特別の利害関係はありません。
2．西田正秀氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3．西田正秀氏は過去に会社経営に関与されたことはありませんが、弁護士
としての高度な専門知識、豊富な経験を有していることから、社外監査役
としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするも
のであります。
4．第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認され、かつ、西田正
秀氏が社外監査役に就任された場合、当行は同氏との間で、会社法第427
条第１項の規定により、社外監査役が任務を怠ったことによる損害賠償責
任の限度額を法令で規定する額とする旨の責任限定契約を締結する予定で
あります。

以 上
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インターネットによる議決権行使のお手続きについて
　インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認
のうえ、行使していただきますようお願いいたします。
　当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネットによ
る議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

1. 議決権行使サイトについて
（1）インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン
又は携帯電話（ｉモード、EZweb、Yahoo！ケータイ）※から、
当行の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にア
クセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日
午前２時から午前５時までは取扱いを休止します。）
※「ｉモード」は株式会社NTTドコモ、「EZweb」はKDDI株式会
社、「Yahoo！」は米国Yahoo! Inc.の商標又は登録商標です。

（2）パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネッ
ト接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイ
ルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合
等、株主さまのインターネット利用環境によっては、ご利用できな
い場合もございます。

（3）携帯電話による議決権行使は、ⅰモード、EZweb、Yahoo！ケ
ータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリテ
ィ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報の送信が
不可能な機種には対応しておりません。

（4）インターネットによる議決権行使は、平成26年６月26日（木曜
日）の午後５時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していた
だき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせ
ください。
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2. インターネットによる議決権行使方法について
（1）議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、議決権
行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご
利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

（2）株主さま以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議
決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主さまには、議
決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることにな
りますのでご了承ください。

（3）株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワー
ド」をご通知いたします。

3. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
　議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネッ
ト接続料金・電話料金等）は、株主さまのご負担となります。また、携
帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用に
よる料金が必要になりますが、これらの料金も株主さまのご負担となり
ます。

以 上

システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
・電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）
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